
医療的ケア児支援について
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資料７



年齢別総数（計253人）

【実態調査（R4.4.1現在 県障がい保健福祉課実施）】
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１ 岩手県の医療的ケア児について
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○ 岩手県の医療的ケア児は25３人（令和４年４月１日）

○ 医療的ケアの状況としては、経管栄養とたん吸引を実

施する人数が多い
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岩手県の医療的ケア児（25３人）

盛岡圏域
105名

久慈圏域
４名

二戸圏域
５名

岩手中部圏域
42名

胆江圏域
26名

両磐圏域
28名

宮古圏域
17名

釜石圏域
９名

気仙圏域
14名

県外３名



4

岩手県医療的ケア児支援センターの全体像



（1）実施の目的
医療的ケア児とその家族が、身近な場所において必要な支援が受けられるよう

にするためには、保健、福祉、教育等のみならず、医療の支援者も含めた支援体
制の構築が必要であることから、新たに医療関係者からなる医療的ケアアドバイ
スチームを圏域で設置し、地域の支援者に医療的な見地から助言を行う仕組みを
つくるもの。
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２ 医療的ケアアドバイスチーム事業について

（2）事業の進め方
① ２次保健医療圏を基本に圏域ごとに、医師や看護師等の医療関係者（岩手医

科大学、県立病院、郡市医師会、中核医療機関、訪問看護ステーション等）
に医療的ケアアドバイスチームへの参加を呼びかけ、チームを構成。

 
② チームは市町村の医療的ケア児支援の協議体（自立支援協議会等）に参加

し、医療的ケア児の個別ケースについて医療的な見地から助言（年３回程度
※：オンラインを想定）。



医療的ケア児支援の協議の場
（自立支援協議会等）

市町村
医療的ケア児等コーディネーター

（保健師・相談員）

医療的ケア児の家族

相談支援事業所

学校・特別支援学校

保育所

児童相談所

岩手医科大学
県立病院

訪問看護
ステーション

医師会

中核医療機関

連絡調整

参画

医療的ケアアドバイスチーム 事業スキーム

薬剤師会

歯科医師会

理学療法士会
作業療法士会

言語聴覚士会

看護協会

医療的ケアアドバイスチーム

岩手県医療的ケア児支援センター

栄養士会 歯科衛生士会
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医療的ケア児の家族の困りごと（重複回答あり）

【重症心身障がい児及び医療的ケア児を対象としたアンケート調査（H30.10.1現在 県障がい保健福祉課実施）194名からの回答】

３ 短期入所開設促進の取組について

ある ややある 小計 あまりない ない 小計

52 61 113 58.2% 12 12 24 12.4%

31 37 68 35.1% 23 22 45 23.2%

47 31 78 40.2% 15 12 27 13.9%

37 28 65 33.5% 26 23 49 25.3%

31 33 64 33.0% 25 31 56 28.9%

44 43 87 44.8% 21 19 40 20.6%

57 46 103 53.1% 14 13 27 13.9%

42 49 91 46.9% 25 12 37 19.1%

17 0 17 8.8% 0 0 0 0.0%

人数 人数
割合

介護等のための時間的拘束に係る負担

介護のための経済的負担

その他

医療的ケアの実施に係る負担

夜間の介護負担

土日祝日の介護負担

医療機関への通院時の介護負担

施設、事業所等への通所時の介護負担

保育所、幼稚園等、学校等に通う際の介護負担

項目 割合



岩手県の医療型短期入所事業の実情

事業所区分 事業所名 所在地

１

医療型短期入所事業所

県立療育センター 矢巾町

２ みちのく療育園メディカルセンター 矢巾町

３ 国立病院機構盛岡医療センター 盛岡市

４ 国立病院機構岩手病院 一関市

５ 国立病院機構釜石病院 釜石市

６ 合同会社プラタナス（谷藤内科医院） 一関市

県内で医療的ケア児者を受け入れている医療型の事業所は６施設のみ。
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※ 短期入所とは、障害者総合支援法に基づいて提供される障害福祉サービス。
居宅で介護を行う人が疾病等で介護できない場合に、障がい者等が障がい者支援施設、病院、

診療所、介護老人保健施設等へ短期間入所させ入浴・排泄・食事の介護等を提供する。
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保護者、事業者、市町村など関係か所にアプローチできる、県の
医療的ケア児支援センターの機能を活用し事業を実施する。

① ショートステイ勉強会の実施【委託】
市町村、医療機関、障害児施策関係者、保護者等が一同に
会した勉強会を開催し、医療的ケア児の保護者が持つニーズ
や、短期入所を地域で実施することのメリットを共有し、実施に
向けた機運を醸成

令和７年度の岩手県の取組
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② 短期入所事業参入見込み事業者への働きかけ【県】
病院・診療所、介護老人保健施設など、医療的ケア児への支

援 の意思がある事業者等に対し、訪問等により直接働きかける。
その際に、事業所設置基準や経営シュミレーションを提示する。

③ 短期入所事業者等における看護等の技術的助言【委託】
医療的ケア児の受け入れが決まった事業所等の看護職員を
対象に、家庭で行われているケアの引継ぎができるよう、研修
の実施や看護師の立会による指導の仲介等を行うもの。
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